
 

（川崎市消防団員任免条例の一部改正） 

第２条 川崎市消防団員任免条例（昭和２３年川崎市条例第６２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「者」の次に「（川崎市消防団の設置及び定員等に

関する条例（昭和３８年川崎市条例第３１号）第４条第２項第２号に規定す

る機能別団員（以下「機能別団員」という。）にあっては、当該消防団の区

域に通学する１８歳以上の者を含む。）」を加える。 

第３条第１項中「団員」の次に「（機能別団員を除く。）」を加え、同条

第３項中「行なう」を「行う」に改める。 

（川崎市消防団員退職報償金支給条例の一部改正） 

第３条 川崎市消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年川崎市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中「消防団員」の次に「（川崎市消防団の設置及び定員等に関する

条例（昭和３８年川崎市条例第３１号）第４条第２項第２号に規定する機能

別団員を除く。以下同じ。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 消防団に機能別団員の制度を導入することに伴い、機能別団員について、定

員及び資格要件を定めること、退職報償金を支給しないこととすること等のた

め、この条例を制定するものである。 

 

議案第  号 

 

川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例 

川崎市消防団給与条例（昭和２３年川崎市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１項を次のように改める。 

消防団員（川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例（昭和３８年川崎

市条例第３１号）第４条第２項第２号に規定する機能別団員を除く。以下こ

の条において同じ。）には、年額３６，５００円の報酬を支給する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例第４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の分として

支給される報酬について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬

については、なお従前の例による。 

 

 

議案第２４号



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 消防団員の年額報酬を引き上げ、及び消防団に機能別団員の制度を導入する

ことに伴い機能別団員の年額報酬を支給しないこととするため、この条例を制

定するものである。 


